
三次市は、人口約４万７千人のまちで、中国地方のほぼ中央部

に位置し、大阪へ約３００km、下関へ約２５０kmと東西の中間

であるとともに、山陽と山陰へもほぼ等距離にあります。平成２

７年３月に広島県尾道市と島根県松江市を結ぶ中国やまなみ街道

が完成し、高速道路２本が交差するクロスポイントとなりました。

中心市街地は、大型スーパーやドラッグストア、総合病院など

があり、都市機能が充実しています。周辺地域は、昔ながらの里

山風景が広がり、自然と共存したライフスタイルが実現可能です。

布野町は三次市の北部に位置する人口約１,０００人

のまちで、市の中心市街地から車で約２０分で行くこと

ができます。

古くは山陰と山陽を結ぶ交通の要衝として交易、宿場

で栄えてきました。世界遺産・大森銀山の「御用銀」を

運ぶ「銀の道」が町内を縦貫しており、山間ルートでは

今も当時の面影をとどめています。この銀の道は現在、

国道５４号と名前を変えています。

●

【広島から】

広島駅からJR芸備線快速で１時間２０分

広島バスセンターから高速バスで１時間２０分

【広島空港から】

広島空港から車で１時間

【大阪から】

新大阪駅から新幹線で１時間３０分(広島駅まで)

大阪駅から高速バスで４時間４５分(三次駅まで)
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P.２

１.募集人数 １名

２.受入団体 株式会社布野特産センター

３.勤 務 地 道の駅 ゆめランド布野：三次市布野町下布野６６１番地１

４.ミッション

任期中または任期終了後に、受け入れ団体の代表者もしくはそれに準じた役職となって

いただくことを想定しています。

（１）道の駅 ゆめランド布野の運営補助（現オーナーと共に業務全般を行う）

（２）関係団体との連携による、布野町の地域資源を活かしたイベントの企画・誘客促進

（３）布野町の観光情報を含めた情報発信 など

令和８年９月１日～令和１１年８月３１日

※単年度で委嘱します。

株式会社布野特産センターは、布野町にある道の駅 ゆめランド布野を運営している第三セク

ターです。⾧年にわたり野菜市や手づくり加工品、地域の味を楽しめるレストランなど、地域の

魅力を広く発信してきました。地元の人々に愛される“ふるさとの顔”として、市内外の多くの方に

親しまれてきた場所です。

しかし近年、中国横断自動車道 尾道松江線の開通により利用客が以前に比べて少なくなってい

ることや、高齢化による担い手不足などから、地域の大切な事業の存続が危ぶまれています。

そこで、道の駅 ゆめランド布野の事業承継に取り組み、私たちと一緒に新たな価値を創造し、

地域の活性化に向けて意欲的に取り組んでくださる地域おこし協力隊を募集します！地域住民や

関係団体とともにさまざまなことに挑戦し、次の世代へつなぐ新しい風となってくださる方から

の応募をお待ちしています。



P.３

１. ２０歳以上の方（性別、学歴不問）

２. ３大都市圏をはじめとする都市地域等に在住で、採用後、三次市に生活の拠点を移し、

住民票を異動できる方

３. 第１次選考までに、企業見学及びカジュアル面談を行っている方

４. 経営者やそれに準じた役職での経験や実績がある方、店舗運営に携わった経験がある方、また

は、事業立ち上げに携わった経験がある方

５. 明るく社交的で、チャレンジ精神旺盛な方

６. 活動期間終了後も三次市に定住し、地域に根差した事業承継ができる方

７. 心身ともに健康で、地域になじむ意思があり、田舎暮らしを楽しめる方

８. ワード・エクセルなどの一般的なパソコン操作ができ、SNSなどを使って情報発信できる方

９. 普通自動車運転免許を有し、実際に運転できる方（AT限定可）

１.雇用関係 委嘱

２.報 酬 費 月額２３３,０００円

３.活動時間 原則、月１４０時間以上１６０時間以内

４.委嘱期間 令和８年９月１日～令和９年８月３１日

※次年度以降の委嘱については、活動状況等を勘案し更新することができ、委嘱

の日から最⾧３年まで延⾧することができます。

※隊員としてふさわしくないと判断した場合は、委嘱期間中であっても取り消す

ことができるものとします。

５.そ の 他

（１）家賃は月額５万円を上限に、活動補助金の予算範囲内で支給します。

※転居により発生する敷金等は自己負担となります。

（２）活動に使用する車両は、自家用車またはリース車両をご自身で用意してください。

活動に使用する車両のリース料、ガソリン代は、活動補助金の予算範囲内で支給します。

（３）活動に使用するパソコンなど事務機器、消耗品、出張に係る経費などは、活動補助金の予

算範囲内で支給します。

（４）各種健康保険及び年金保険に加入していただきます。（各保険料は全額自己負担）

（５）任期中、活動に支障のない範囲で、副業を行うことが可能です。

（６）三次市への定住を希望する方の支援を行います。



１.募集期間 令和８年３月２７日（金）～令和８年５月１５日（金）必着

２.提出書類

（１）三次市地域おこし協力隊応募申込書

（２）住民票

（３）レポート（任意書式）※１,２００文字以内

【内容】応募動機、行いたい活動、活かしたい能力についてなど

３.提 出 先 〒７２８－８５０１

広島県三次市十日市中二丁目８番１号

三次市地域共創部まちづくり交通課 地域おこし協力隊担当 宛

P.４

１.第１次選考（書類選考）

提出書類による選考を行います。合否の結果は、５月下旬頃に通知します。

２.第２次選考（面接選考）

第１次選考合格者を対象に、三次市役所で個人面接を実施します。（６月下旬頃実施予定）

日時、場所については第１次選考結果通知で、対象の方へお知らせします。

※第２次選考会場までの交通費は応募者の負担となります。

※三次市まで来ることが難しい場合、まちづくり交通課へご相談ください。

３.選考の結果

第２次選考終了後、選考結果は、７月上旬頃に通知します。

●

三次市地域共創部まちづくり交通課

〒７２８－８５０１

広島県三次市十日市中二丁目８番１号

TEL：０８２４－６２－６１２９（直通）

MAIL：machi@city.miyoshi.hiroshima.jp

●

三次市産業振興部商工観光課

〒７２８－８５０１

広島県三次市十日市中二丁目８番１号

TEL：０８２４－６４－００６６（直通）

MAIL：kankou@city.miyoshi.hiroshima.jp


